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 解 説  

 

１．デューデリジェンスとは 

  デューデリジェンス（Due Diligence＝当然行われるべき義務および努力）とは、

M&A 等の投資実行にあたって、相手方の企業価値の査定や各種リスク等の事前調査

をすることです。 

  代表的なデューデリジェンスとしては、次が挙げられます。 

   - ファイナンシャル・デューデリジェンス（財務諸表をもとに収益性・安全性・

生産性・成長性分析等を実施し、企業価値を算定） 

   - ビジネス・デューデリジェンス（取扱い商品・サービスにかかるビジネスモ

デル、業界の市場動向、シナジー効果等について調査） 

   - リーガル・デューデリジェンス（会社定款や登記事項、認可取得状況等の法

務面について調査） 

  M&A の目的や対象企業の事業内容によっては、さらに人事や税務、技術、環境等

の観点にもとづくデューデリジェンスが必要となるケースも想定されます。 

 

２．デューデリジェンスの実施方法 

 (1) 専門家との連携 

  M&A先企業を選定した後、秘密保持契約（NDA）や法的拘束力のない覚書（MOU）

等を締結して、さらに詳細な情報を収集・分析しながら投資可能性を検討します。 

  ただし、海外企業との M&A に関しては国内企業の M&A よりも専門性が非常に高

くなるため、デューデリジェンスを中小企業が単独で実施することはリスク回避

の観点から困難です。会計事務所や弁護士等の専門家に依頼することが推奨され

ます。当該専門家については、信金中金からご紹介または探し方についてアド 

Ｑ． 

 海外進出の手段として、ローカル企業の株式取得を検討しています。WEBで調

べたところ「M＆Aにおいてはデューデリジェンスの実施が重要」と聞きました。

デューデリジェンスとは何でしょうか？（製造業） 

 

Ａ． 

 デューデリジェンスとは、一般的に M&A を進めていくにあたって、相手方の

企業価値を査定したり、各種リスク等を調査したりすることです。適正なデュ

ーデリジェンスを実施できない、または深刻なリスクが発覚した場合は、M&A自

体を中止する判断が必要です。 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/10_Myammar_DueDiligence.pdf

